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（別紙） 

子育て協賛企業連携推進に関するＰＲ動画制作業務 

公募型プロポーザル審査基準 

 

 

１ 審査は、子育て協賛企業連携推進に関するＰＲ動画制作業務公募型プロポーザル審査委員会（以下、

「委員会」という。）の委員が行うものとする。 

 

２ 委員は、公募型プロポーザル参加表明書を提出した者（以下、「参加者」という。）から提出された

企画提案書及びプレゼンテーションの内容を基に、次の項目及び配点により評価を行う。 

審査項目 評価内容 配点 

１  
業務内容の 

理解度 

本事業を実施する社会的背景、業務の目的及び業務内容を十分

に理解しているか。 
２０ 

２ 組織体制 業務を確実かつ円滑に進められる組織体制となっているか。 ２０ 

３ 
企画提案の 

優位性 

提案に具体性及び妥当性があり、視聴者に訴求できる内容とな

っているか。 
２５ 

独自性が高く効果的な提案が含まれているか。 １５ 

４ 
計画性及び 

実現性 

制作スケジュールや過去の実績等から、適切な業務遂行能力が

認められるか。 
１０ 

見積額は上限の範囲内で、明確かつ妥当な内容となっている

か。 
１０ 

合 計 １００ 

 

３ 契約候補者の決定の手順は、次のとおりとする。 

（1） 企画提案者の中で、最高点と評価した委員が最も多かった者を契約候補者とする。 

（2） 該当する企画提案者が複数あった場合は、各委員による評価点の平均点が最も高い者を契約候補

者とする。 

（3） 上記（2）において、平均点が最も高い者が複数あった場合は、委員会で審議の上、契約候補者

を決定する。 

（4） 各委員による評価点の平均点が 60 点に満たない提案者は、契約候補者又は次点者になることが

できない。 

 

 

 

 

 


